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様式第 2号（第 8条関係） 

審議会等会議録 

（順不同・敬称略） 

会議の名称 
令和３年度第１回加須市高齢者相談センター運営委員会及び地域 

密着型サービス運営委員会 

開催日時 令和３年８月６日（金）午後２時から午後３時４０分まで 

開催場所 加須市役所 ５階 ５０４会議室 

委員長氏名 野呂牧人 

出席委員 
上野晴美、野呂牧人、瀬〆正行、金子章一、山崎繁雄、長谷川雅之、

佐藤政代、中田惠久子 

欠席委員 曽宮滝夫、吉澤君子 

会議次第 

１ 開会 

２ 委員の委嘱 

３ あいさつ 

４ 議事 

（１）高齢者相談センター運営委員会 

 ① 高齢者相談センターの事業評価について 

 ② 指定介護予防支援等の事業の一部の委託先の追加について 

（２）地域密着型サービス運営委員会 

 ① 地域密着型サービス事業所の指定状況について 

 ② 地域密着型サービス事業の実施状況について 

 ③ 地域密着型サービス事業所への指導について 

５ その他 

６ 閉会 

会議資料の名称 

１ 令和３年度第１回加須市高齢者相談センター運営委員会及び 

地域密着型サービス運営委員会次第 

２ 高齢者相談センターの事業評価について（資料１） 

３ 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の事業評価にお

ける得点状況（資料１－２） 

４ 指定介護予防支援等の事業の一部の委託先の追加について 

（資料２） 

５ 介護予防支援等業務 委託状況（資料３） 

６ 地域密着型サービス事業所の指定状況について（資料４） 

７ 地域密着型サービス事業の実施状況について（資料５） 

８ 地域密着型サービス事業所への指導について（資料６） 
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会議の公開又は 

非公開の別 
公開 

非公開の理由  

傍聴者の数 ０人 

事務局職員等 

職・氏名 

福祉部長 齋藤一夫、福祉部高齢介護課長 山岸弘通、 

同課主幹 斉藤将宏、同課主査 米村至、萩原宏和、 

騎西総合支所市民福祉健康課長 斉藤千恵美、 

北川辺総合支所市民福祉健康課長 相良格、 

大利根総合支所市民福祉健康課長 飯野伸康、 

加須・大桑・水深高齢者相談センター愛泉苑 太野貴宏、 

不動岡・礼羽・志多見高齢者相談センターみずほの里 中村未央、 

三俣・樋遣川・大越高齢者相談センター利根いこいの里 橋本将来、 

騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園 田﨑博己、 

北川辺高齢者相談センター加須清輝苑 田沼佐知子、 

大利根高齢者相談センターふれ愛の郷 小野寺俊 

説明者の職・氏名 

福祉部高齢介護課主幹 斉藤将宏、同課主査 米村至、萩原宏和、 

加須・大桑・水深高齢者相談センター愛泉苑 太野貴宏、 

不動岡・礼羽・志多見高齢者相談センターみずほの里 中村未央、 

三俣・樋遣川・大越高齢者相談センター利根いこいの里 橋本将来、 

騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園 田﨑博己、 

北川辺高齢者相談センター加須清輝苑 田沼佐知子、 

大利根高齢者相談センターふれ愛の郷 小野寺俊 

会議録の作成方法 
■ 要点記録 

□ 全文記録 

その他必要な事項 なし 
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様式第 3号（第 8条関係）      

発言者 会議の内容(発言内容、審議経過、決定事項等) 

 

事務局（斉藤） 

１ 開会 

（開会） 

 

大橋市長 

２ 委員の委嘱 

 （大橋市長から山崎委員に委嘱状を交付） 

 

野呂委員長 

３－１ 委員長あいさつ 

緊急事態宣言の中、それから連日の猛暑にもかかわらず、ご出席い

ただきましてありがとうございます。 

東京オリンピックも、もう数日で終わるところではありますけれど

も、このコロナ禍の中での開催ということで、一方で、市民の生活が

普通にあるわけで、加須市のホームページによりますと、新型コロナ

ウイルスの患者さんは、７月２６日時点で２２人ということです。ま

た、ワクチンの接種率は、６５歳以上の方の１回目が約９０％、２回

目が約８０％で、１６歳以上で見ると、１回目が約４０％、２回目が

約３０％と、県内でも非常に高いと伺っております。医師会の先生方

をはじめ、看護師の皆さんのご協力の賜物だと思っております。 

おかげさまで、私も高齢者施設におりますけれども、スムーズにワ

クチンが到着して、入所の方全員が、接種を既に終えているところで

す。だからといって、感染のリスクがないわけではないので、これま

で同様の感染予防対策をしていかなければなりません。 

高齢者の皆さんが地域で生活していくに当たって、暑い中エアコン

もかけずに窓を開けるだけで生活をされている方、それから、喉の渇

きがあまり感じられないので水分摂取を怠って熱中症になって搬送さ

れてしまうという方も毎年のように見受けられています。できるだけ

ケアマネジャーや訪問系のサービスの方がこまめにチェックをしに行

くのですがそれでも足りないところもあるのかもしれません。その時

に、やはり地域の皆さんに見守りをしていただくというのが非常に大

切になると思いますし、困ったときに、どこに相談するのかというこ

とになると、高齢者相談センターということになると思います。 

今日の資料にもありましたが、７５％近い周知が７５歳以上の方に

はされているということで、この数字が高いかどうかというのは見て

いかなければならないとは思いますが、やはり何かあったときに、高

齢者相談センターに相談ができるという、それが非常に大切なことだ

ろうと思っております。 

今日は、昨年度の実績の報告を受けて、その中で、高齢者相談セン

ターのあり方について、皆様から、それぞれの立場からご意見を頂戴

したいと思いますので、限られた時間ではありますが、ご審議のほど
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よろしくお願いいたします。 

 

大橋市長 

３－２ 市長あいさつ 

市長の大橋でございます。本日は、令和３年度第１回の加須市高齢

者相談センター及び地域密着型サービス運営委員会の開催のご案内を

申し上げましたところ、野呂委員長さんはじめ、委員の皆様方には、

猛暑の中、そしてコロナ禍にもかかわらず、ご出席を賜りまして、ご

議論いただけるということで大変うれしく思っております。 

このコロナという今まで我々日本人があまり経験していない新たな

感染症というのは、一体どういうものか、社会にどういう影響を与え

るのかということを、改めて多くの方が認識されたのかなと思います。

従来、我々は、感染症というとインフルエンザ程度にしか考えており

ませんので、そう大したことないのだろうと。我々の日常生活に大き

な影響を与える感染症というのは、ほとんど経験がないものですから、

これに戸惑って、どういうふうにしていくかということで、この１年

半、そういう状態が続いてきているわけでありますが、その中で気付

いたのは、こういう感染症が流行るときは人と人との接触がまず大き

な要因なんだということになっているわけでありますが、人と人が接

触しないで、社会生活が成り立つのかということであります。そうい

う意味では、新たな感染症というのは、今の社会生活、これからの社

会生活にとって大いなる脅威になるのだろうなと、こういう思いを強

くしたところであります。 

本日の議題であります高齢者相談センターの皆様方、要するに高齢

者福祉のサービスをどういうふうに提案、展開していくか。これは人

と人との接触がまず基本になるわけであります。ここのところは、ウェ

ブ会議のようなことを行って本当に効果があるのかというのもあるわ

けでございまして、そういう意味では、この１年半、市も当然であり

ますが、高齢者相談センターの方々も、なかなか難しい立ち振る舞い

が求められてきているのかなと思うわけであります。 

そういう厳しい状況・環境の中で、本日は、令和２年度中の高齢者

相談センター、あるいは地域密着型サービスがどのように展開されて

きたかということを資料として提供して、委員の皆様方に、忌憚のな

いご意見を頂いて、そして、こういう状況の中でもどういうあり方が

いいのか。そういう点をお互いに模索しながら、これからの長寿社会

にきちんと向き合える、そういう形を作っていく必要があるのかなと

思っております。そういう意味で、今日は大事な時間でもあるかなと

思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

先ほど野呂委員長さんから接種の話が出ましたので、私からは、８

月５日時点の正確な市が把握している状況について申し上げます。 
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６５歳以上、いわゆる高齢者の方の１回目の接種率が８９．８１％。

それから２回終わったという方が８５．４１％。１回目はもうそんな

に増えていかないのかなと。２回目も、１回目を接種した人が２回目

をやりますから、この差がだんだんなくなれば、希望する方は大体終

わるのかなと、こういう状況であります。１６歳以上６４歳以下でい

きますと、１回接種された方が１５．０８％。２回終わったという方

は４．２９％。やはり従来６５歳以上の方に注力して参ったので、こ

れから６４歳以下、今、一生懸命、接種体制を作って、接種率を上げ

ると、そこに努力をさせていただいているところでございます。いず

れにしても、加須市の医師会の先生方の絶大なるご協力があって、こ

ういう状況かなというふうに考えております。完全に１００％収束の

対策にはならないと思いますが、それでも接種率が上がるということ

は、コロナの収束が少し見えてくるのではないかと思っております。

我々としては、年内１１月ぐらいには、一定の目処を立てたいと考え

ております。皆様方も何かのときには、ご理解とご指導を頂ければあ

りがたいなと思っております。 

いろいろ申し上げましたが、いずれにしてもこの高齢者相談セン

ターは、加須市における高齢者福祉の中心的な部分でございますので、

これからも、市として最大限努力をして参りたいと考えております。 

これからますます猛暑が続きます。コロナはまだまだ当面は収束の

兆しが見えてきておりませんので、ご自愛いただきまして、ご活躍い

ただくことを心からご祈念しながら、お礼のあいさつとさせていただ

きます。 

 ４－１ 議事（１）高齢者相談センター運営委員会 

野呂委員長  それでは、次第に従いまして、順次、進めさせていただきます。 

はじめに、議事の（１）について事務局から説明をお願いします。 

事務局（米村） 

各高齢者相談セン

ター（太野、中村、

橋本、田﨑、田沼、

小野寺） 

（資料により説明） 

野呂委員長 ただ今、事務局と各高齢者相談センターから説明がありましたが、

ご質疑やご意見等がございましたら、挙手の上、ご発言をお願いしま

す。 

いくつかの高齢者相談センターから、民生委員さんとの連携により

相談がたくさん来るようになった、直接相談の依頼があった、という

報告があったので、金子委員に伺います。民生委員さんの定例会に高

齢者相談センターも出席しているということですが、連携については
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どのように捉えていらっしゃいますか。 

金子委員 資料１の１８ページに、高齢者相談センターの認知度があり、「聞い

たことはある」という方が大体３０％程度となっていますが、何人か

の民生委員さんに話を聞いたところ、ＰＲが足りないのではないかと

いう意見がありました。総合支所などに高齢者相談センターのパンフ

レットが置いてあり、来庁した方が目にとめられるようになっていま

すが、なかなか活用されず、民生委員になって初めてその存在を知った

という人もいます。毎回、定例会に参加してもらっているのに何故だ

ろう、というふうに内心は思いましたが、やはり実際、身内の者が相

談しなければならない状況になったときに、高齢者相談センターを勧

められて初めて知るという。他の地区ではよく知っていたり、話をし

てＰＲしているということでしたが、うちの地区ではもう少しＰＲを

考える必要があると思います。 

また、民生委員が住民から相談を受け、高齢者相談センターを紹介

した後、その後の状況について知りたいと思っても、個人情報の保護

を理由に教えてもらえず、ただの橋渡し役で終わってしまうことがあ

ります。そういう連携のあり方について、もう少し、必要な人には話

をしてほしいということは感じています。 

それから、民生委員を通じて高齢者相談センターを知って相談に

行った人の話ですが、高齢者相談センターは、相談を受けて方向性を

示してくれるのですが、最終的な手続をする所は市役所なんですね。 

相談する立場の人は、体力的に弱っている人がほとんどだと思います。 

若くはない。もしかしたら車を運転できないかもしれない。弱者の立

場の人が高齢者相談センターに行って、今度は市役所に行って手続を

取ってくださいということになると。そういう点について、もう少し

一つにまとめられないのか、という意見もありました。 

野呂委員長 先ほどの説明の中で、民生委員さんから相談を受けた件に関しては、

フィードバックをされているという話がありましたが、個人情報の問

題などで、何か配慮していることはありますか。 

高齢者相談セン

ターみずほの里 

（中村） 

民生委員の皆様には、当然守秘義務があると認識していますので、

個人情報など、伝えにくいことは伝えられないと思ったことはなく、

訪問して情報共有などをするようにしていますので、ご指摘の点に関

しては、感じたことはありませんでした。 

野呂委員長  当然民生委員・児童委員の皆さんは、守秘義務を守っていることが

前提になっていると思いますので、私もそれでいいのだろうなという

ふうには感じます。 

それから、高齢者相談センターに相談に行った後、何らかの手続を

する段階になると、市役所に行くことになる、という話がありました



7 

 

が、例えば手続としては、高齢者相談センターのスタッフが代理で行

うことは可能なわけですよね。ただ、手続によっては、本人又は本人

の近しい人が市役所に行かなければならないものも実際にはありま

す。その点についてはこれからの課題になっていくのでしょうが、ワ

ンストップで相談できることは必要なことだろうなと感じました。 

連携の部分でいうと、いくつかの高齢者相談センターは、民生委員

さんの定例会にできるだけ参加をしている、顔をつないでいる、とい

うことと、民生委員さんから受けた案件に関してはフィードバックを

するということをやっているので、その点をもう一度、センターと市

のほうで相談をしていただいて、方向性を確認するということでよろ

しいですね。よろしくお願いいたします。 

それから、他にＰＲ不足というのもありましたが、一応７５％の認

知度ということになるわけですが、高齢者相談センターの認知度の目

標数値はどうなっていますか。 

事務局（斉藤） 市の最も基本的な計画である総合振興計画では、令和７年度末まで

に８０％を目指すという目標を立てています。 

また、高齢者支援計画、これは令和５年度までの計画ですが、令和

５年度までに７０％を目指しますということで、高齢者支援計画の目

標は既に達成しております。 

あとは、総合振興計画で立てた８割を目指して、更に頑張るという

ところでございます。 

野呂委員長 パンフレット等は置いてあるけれども、ということでしたが、前回

の会議で私も、ホームページの充実について申し上げ、改善していた

だいていることも確認していますが、より一層、周知を徹底するため

のそれぞれの工夫と、顔の見える関係づくりをこれからも続けていた

だくために、地域ごとの方法があると思います。それはまた、各セン

ターの計画で考えていただき、取り組んでいただくといいのかなと感

じました。 

他に、事業評価やセンターの報告事項の中で何かございますか。 

瀬〆委員に伺います。権利擁護のところで、相談件数が上がってい

るということでしたが、実際に私も経験があるのですが、ひとり暮ら

しの人が亡くなったときに財産処分が課題になることがあります。成

年後見の業務で関わった経験からご教示いただければと思いますがい

かがでしょうか。 

瀬〆委員 成年後見業務というのは、受けるときより終了するときのほうが大

変だということです。本人が死亡した場合は、裁判所と法務局に死亡

の報告をして、最後に、相続人に相続財産を引き渡すことになるので

すが、相続人を確定するためには、まず戸籍を収集して、その中で、
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遺言書でもあれば、それに従って、先順位者に相続財産を引き渡すと。

また、遺言執行者が書いてあれば、その遺言執行者に引き渡すことに

なります。通例であればそういうことがないので、例えば相続人が３

人いる場合は、３人に対して引き渡すということが原則になります。

現実には３人に面と向かって引き渡すことは無理なので、できれば代

表相続人に引き渡すという形で、他の２人には、いわゆる代表相続人

でいいですよという同意書をもらって、それを裁判所に報告すること

になります。現実には、相続人が判明したが引き継いでくれないこと

もあるわけです。例えば１人が引き継ぐ場合は、他の２人から同意書

をもらえればいいわけですし、どうしてもその同意書がもらえない場

合でも、１人に引き継いでもらって、他の２人は引継ぎをしてくれな

いという理由で、裁判所に報告することも可能です。戸籍上、相続人

がいるものの、どこにいるか分からないような場合は、裁判所に不在

者財産管理人の申立てをして、審判をもらうと。戸籍上も誰もいない

天涯孤独だということであれば、相続財産管理人の申立てをして、審

判をもらって進めることになります。いずれの場合も申立てをする人

が必要になりますが、申立てをする人は、一般的な利害関係人になり

ます。利害関係人が現れない場合は、我々後見人が利害関係人に当た

りますので、いわゆる不在者財産管理人や相続財産管理人の申立てを

することになり、裁判所に審判を申し立て、そのまま受任する場合も

ありますし、引き受けない場合は弁護士の方に回る場合もあります。 

以前、ひとり暮らしの身寄りのない人が施設で遺産金を残して死亡

した件において、市が戸籍を取り、相続人を特定して、相続金の受取

りについて照会したところ、相続人全員が相続金の受領を拒否したこ

とから、債務不履行を防ぐため、民法第４９４条の規定により供託し

た例がありました。 

中田副委員長 供託するプロセスの中で費用は誰が出すのですか。 

瀬〆委員 供託は、例えば遺産金が１００万円あれば、司法書士が多少その報

酬をもらうにしても、その金額の中で、法定相続分を支払えばいいと

いうことですから、あくまでも残した金額に対して支払うことになり

ます。法務局で供託して、指定する日銀代理店に積むことによって初

めて効力が発生することになります。 

野呂委員長 ありがとうございます。成年後見業務は、スタートも色々手続はあ

りますが、終わるときはなかなか大変だということですね。相続人の

戸籍を収集するということもありますので、市役所等と連携をとらな

いと、なかなか難しいところがあります。他にはありますか。 

佐藤委員 事業評価における得点状況の資料の中で、５１、５２の「医療関係

者と合同の事例検討会や講演会・勉強会等に参加しているか」という
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項目についてですが、実施できていない高齢者相談センターの方には

ぜひ、在宅医療連携室にお声掛けいただいて、事例検討やアドバンス

ケアプランニング、いわゆる人生会議の勧め、かかりつけ医を持つ意

味などについて、一緒にお話しながら学んでいけたらいいなと思いま

すので、ぜひ活用いただければと思います。 

野呂委員長 ありがとうございます。ぜひ活用していただければと思います。 

それから、山崎委員に伺います。先ほど、周知の問題がありました

が、高齢者の集まりの中でセンターの話が出たりするのでしょうか。 

山崎委員 コロナ禍の中で、もう１年半以上にわたってサロン事業や地元の小

さな行事さえできていない状況で、小さなコミュニティをどうつない

でいくかというのが最大の課題かなと思います。 

防災の問題においても、高齢者相談センターの方と連携していかな

いと、特に、災害弱者といいますか、自力での避難行動が取れない人

たちをどういうふうに支えていくのか、支援していくのか、これが地

域にとっては災害時に最大の課題になるわけです。 

地元でどこまでできて、何ができないのか。例えば、どの避難所に

運んでどのようにしたらいいのかということは、ある程度、介護や医

療の専門職の方と連携していかないと、地域だけでは負担に耐えられ

なくなりますので、それが地域にとっては一番大きな課題になってい

くことだろうなと思います。 

野呂委員長 ありがとうございます。今日の天気図をみると、台風が３つあって、

熱帯低気圧も１つあって、南岸上に４つ並んでいます。これが順番に

来るのではないかという話があって、そうするとまた大雨の可能性が

出てきます。 

今日午前中に北川辺の堤防のすぐ下のお宅に行ったのですが、越水

したらすぐに浸水してしまうような場所でした。山崎委員がおっし

ゃったように、一人一人の避難のやり方、方法ということもできたら

考えていかなければならない。この点についてもぜひ、高齢者相談セ

ンターとの連携の中で考えていく場面があるといいのかなと感じまし

た。 

それから、長谷川委員は老人クラブ連合会の理事でいらっしゃいま

すが、高齢者相談センターとの関わりはいかがですか。 

長谷川委員 老人クラブは、高齢者との密着度はかなり濃いと思います。 

週３回はグラウンドゴルフをやったり、フレイル教室も始めていま

す。そういうところに集まると、あの人この頃少し様子がおかしく

なってきたなとか、そういう情報がものすごく入ってきます。高齢者

相談センターの方も、半年に１回でもいいですから、老人クラブとの

話し合いをしてそこで意見を交わせば、もっと情報が流れると思いま
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す。 

加須市の老人クラブは、友愛活動をはじめ、かなり色々なプログラ

ムを相当な人数の人が行っているわけです。大利根地区は、約６００

名います。現在、私の地区は２００名いますが、みんな各段階で責任

を持って、フレイル教室などを月２回、必ずやろうということで今、

進行していますので、高齢者相談センターの方とも、ご相談を頂きな

がらお話をしたいなという思いです。 

野呂委員長 上野委員はいかがですか。 

上野委員 各地で行われていた高齢者サロンなどもことごとく中止という状況

で、最近、お年寄りの閉じこもりが心配でしたが、センターさんが色々

努力をしていただいて、参加者の方を訪問したり、聴き取りをしてい

ただいているということで、少し安心しました。引き続き、高齢者の

体調等の確認をよろしくお願いします。 

それから、資料１の３１ページですが、介護予防ケアマネジメント

の件数と介護予防支援の件数に差があるのはどういうことでしょう

か。 

事務局（米村） 介護予防ケアマネジメントですが、サービスの内容としまして、デ

イサービスとヘルパーのみを使われている方が該当します。 

介護予防支援は、福祉用具のレンタルや医療でのデイケア、訪問看護

のサービス等を使われている方が該当します。センターによって地域

差もありますが、これは、その地域における事業所の立地状況が関係

していると思います。近くに施設がない方は、なかなか通所などがで

きなくて、介護予防支援の福祉用具等を借りたり、訪問看護を利用す

るような対応をしている方もおり、このような数字になっていると分

析しています。 

野呂委員長 各センターで、訪問や、サロンの再開に向けて新しいことに取り組

んでみたり、色々工夫をされていると思いますが、６圏域ありますの

で、効果があったことについては、ぜひ情報を共有していただきなが

ら、より良いものを目指していただきたいと思います。 

コロナワクチンの予防接種については、居宅の訪問系の人たちは後

になってしまっているところはありますが、高齢者の方の中には、訪

問の際、この人は大丈夫なのかという心配をする人もいると思います。

在宅での支援を必要としている人たちが少しでも安心できるように、

エッセンシャルワーカーの人たちが感染のリスクをお互いに避けられ

るように、少しでも減らせるように、工夫していただきたい。それは、

市の方にも協力を求められたらいいかなと思います。 

それからブロンズ会議も、この状況下で色々なご意見を頂いている

ようなので、老人クラブなど、地域で活動されている方が大勢いらっし
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ゃいますので、そういう人たちと連携をとりながら、地域の問題は地

域で解決していくという原理原則の下で、高齢者相談センターがそこ

に関わってサポートしていただくといいかなと思いました。 

それでは、議事の（１）については以上とし、次の議事に移りたい

と思います。 

議事の（２）について、事務局から説明をお願いします。 

 ４－２ 議事（２）地域密着型サービス運営委員会 

事務局（萩原） （資料により説明） 

野呂委員長 ただ今、事務局から説明がありましたが、ご質疑やご意見等がござ

いましたら、挙手の上、ご発言をお願いします。 

佐藤委員 資料５の１ページと２ページの地域密着型サービス別受給者数の推

移ですが、先ほどの説明では①と④の事業について、事業内容が周知

されてきて増加が見込まれているということでしたが、それだけでは

なく、①の定期巡回・随時対応型訪問介護看護はヘルパーと訪問看護

の組み合わせ、④の小規模多機能型居宅介護は通いと泊まりと訪問の

組み合わせで、セットメニューのような利用の仕方ができるサービス

として、使う人のニーズに合った使い方ができることと、費用負担も

比較的安価なため、認知度が高まって需要が伸びていると考えます。

これから独居高齢者や高齢者世帯の増加に伴い、これらのサービスは

ますます増えていくと認識しています。 

野呂委員長 複合型の２つのサービスについては、佐藤委員がご指摘のとおり、

これからニーズが増えるだろうというところですが、小規模多機能型

居宅介護は１事業所しかない状況です。今後の計画への位置付けはど

うでしょうか。 

事務局（萩原） 本計画期間中における小規模多機能型居宅介護の位置付けについて

は、現状維持ということで、増やすことは見込んでいません。 

実際の現在の事業所の利用状況ですが、２９人という登録定員のう

ち１９人が登録されている状況で、まだ余力はあると考えています。 

野呂委員長 余力があるということですが、今後の高齢者人口や認知症高齢者の

増加率から、計画策定の中でまた検討していただければと思います。

他はいかがですか。 

 それでは、議事については以上といたします。 

最後に、次第の「５ その他」に移りたいと思います。事務局から

お願いします。 

 ５ その他 

事務局（斉藤） それでは、事務局から１点だけ次回の会議の予定について申し上げ

ます。 

来年、令和４年の１月下旬から２月の上旬頃にかけて、今年度第２
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回の会議を開催したいと思っております。内容といたしましては、令

和４年度の高齢者相談センターの事業計画や運営方針（案）について

ご協議いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

野呂委員長 ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

中田副委員長 この会議での議論を聞いた感想を申し上げます。 

まず一番驚いたのは、プレゼンテーションの仕方として、スライド

が用意してあることです。これは非常に皆さんにとって大きくて見や

すい。そしてどこの議事を進行しているかがよく分かるのですごくよ

いなと思います。できればもう少し、スライドが見やすい場所を用意

していただきたいということと、せっかくですから自席で原稿を読む

のではなく、演者は前に出てきて、スライドを活用してプレゼン

テーションをしていただけたらと思います。 

それから、新型コロナウイルス感染でブロンズ会議など、色々なも

のができなかったという報告がありましたが、私の考えではしばらく

コロナは収束しませんし、今年の秋はそこにインフルエンザや色々な

ものが入り込んできて、もっと大変ではないかなというふうに思いま

す。対面での会議が必要な場合もありますが、場合によっては、イン

ターネット環境をもう少し上手に使って、Ｗｅｂ会議などを取り入れ

るということもよいのではと思います。  

市の職員の方には、地域の資源をもっと利用して、例えば加須のネ

ット配信している会社などとコラボしてもらい、この会議に出席して

いる人たちがＷｅｂを上手に使えるようコーディネーターの役割を

担っていただきたい。そうすることにより、高齢者相談センターの仕

事が進捗するのではないかと思います。ただし、インターネットの使

い方によっては、公の会議の内容、例えば個人情報の漏えいの問題な

どもあると思いますので、市は、そこに配慮したインターネット環境

を作る検討が必要ではないかとも考えます。  

それから高齢者相談センターを知ってもらうためのＰＲがすごく大

切だと思います。高齢者相談センターというのは、人間に例えれば血

管のようなものだと思います。大きな幹から枝分かれし本当に生活に

密着し、隅々まで入り込み、色々な役立つ仕事をしている部門と考え

ます。そこが詰まると大変な支障がでると思います。また、他の組織

とコラボして、例えば老人クラブなど色々な団体など、水害や火災な

ど様々な災害対策等に対しても大きく貢献できると思います。高齢者

相談センターの役割は重要ですから、大切なのはいかにＰＲするか。

例えば、高齢者相談センターのコマーシャルを作って、市役所の待合

ロビーに設置してあるモニターで放映すれば、もっと市民の皆さんに

伝わるのではないかと思います。以上です。 
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山崎委員 初めてこの運営委員会に出席させていただきまして、私は地元の自

治会長を数年やっているものですから、ある程度自分の集落について

は熟知してきたつもりでいるのですが、やはり地域に入り込んでもら

いたいのが高齢者相談センターだと思いますし、行政と地域の関係

についてもさらに一歩、お互いが突っ込んでいくことをしていかない

と。地域を支えているのは７０代の人間です。特に北川辺地域はそう

かもしれませんが、地域の自治会や集落の歴史的な行事等を担ってい

るのも６０代後半から７０代、つまり７０代が現役です。そういう現

役世代であると同時に、自分の３年先５年先を考えたら、認知症が始

まるかもしれない、足腰も衰えるかもしれない、そういう危機感と、

自分はまだやることがあるんだという意識との間で揺れているのが７

０代だと思います。高齢者相談センターをうまく取り込んで、お互い

が連携できるところを探していくということが、今日の会議で一番考

えさせられたことです。以上です。 

野呂委員長  ありがとうございます。今日は皆さんから、色々なアイデアも含め

て貴重なご意見を頂きましたので、ぜひ今後の高齢者相談センターの

運営に活用していただければと思っております。 

長時間にわたり、熱心にご協議いただき、本当にありがとうござい

ました。 

事務局（斉藤）  それでは最後に、閉会に当たってお礼の挨拶を角田副市長が申し上

げます。副市長よろしくお願いいたします。 

角田副市長 副市長の角田です。 

本日も長時間、非常に集中した会議をありがとうございました。今

日の内容を聞いて、高齢者相談センターを軸にして色々な関係機関・

団体、そして各サービス事業所が連携しながら、様々な支援事業を展

開しているということが、私としても改めてよく分かりました。今後

ともよろしくお願いします。 

私から、１枚だけ紙を配らせていただきました。冒頭に委員長、市

長からもコロナワクチンの接種状況について口頭で説明がありました

が、それを文字にしたものです。 

１番目の６５歳以上は、ここに書いてあるとおり約９割が接種を終

えています。２番目は１６歳から６４歳まで、今ちょうど接種をして

いる現役世代、これが１回目が１５．１％で２回目が４．３％。この

１と２を足した１６歳以上は、加須市は１回目が４１．４％ですが、

国は今月中に４割まで持っていきたいというのが目標です。その下は

黒丸が３つあります。１と２の中に含まれますが、優先枠を設けて申

請を受け付け、先に打ってもらっています。医療従事者は９８％くら

い。２番、高齢者施設に入所している人、あるいはそこで働いている
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人。３番、病気を持っている方。４番、高齢者施設で働いている人は

３００人くらい。それから５番、往診でしか受けられない人。６番、

障害者施設に通所している障がい者の方やそこで働いている人。７番

は、乳幼児の保育を業務とする保育士や幼稚園の先生、あるいは理美

容マッサージなどのエッセンシャルワーカー。そして最後が８番、こ

れは１６歳以上には入っていませんが、１５歳以下、法律上は１２歳

までできますので、受けたいという方が加須市にもいます。受験があ

る、基礎疾患がある、留学する。そういう方には、保護者の同意の上

で、クーポン券を出して受けてもらっています。１４０人です。その

次は、キャンセルがあったときに、この方に接種してくださいという

リストを作っていて、教職員と学童保育指導員が中心ですが、１４０

０人受けてもらいました。国・県の大規模接種などで受けるからクーポ

ン券をくださいという方にも１０００人出しています。これが、昨日

現在のデータで、今日現在のペーパーとなっておりますので、改めて

報告をさせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。 

事務局（斉藤） ６ 閉会 

  

会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。 
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